
株式会社 OHANA 処遇改善加算等の取組みについて 

 

令和６年４月１日 

 

株式会社 OHANAでは令和元年度から介護報酬における処遇改善加算を取得し、社員

の賃金、働きやすい職場環境作り、キャリアアップ教育など労務環境の整備に努めて

います。 

 

〇社員のベースアップについて 

令和３年度から毎年基本給を３～５％以上ベースアップしています。 

〇働き方の選択について 

 小さなお子さんがいらっしゃる方でも働きやすい職場環境を目指し、休暇を取りや

すい職場環境を設定しております。スタッフの有給休暇取得率は９５％以上となって

おります。 

 

〇キャリアパスについて 

 賃金テーブルを設け、働き方、習得スキル等、能力に応じた賃金テーブルを設定し、

人事評価と査定を行っております。また習得スキル、働き方に応じて教育機会、研修

及び資格セミナー等の機会を提供しております。 



〇スタッフキャリアアップ教育について 

 働き方に合わせて習得するカリキュラムが変わります。業務の隙間時間を活用して

e ラーニング視聴する環境、そしてやりがい、自閉症支援を深く学びたい、スキルア

ップを図りたい方については教育フェーズを設け、より専門的な学びと研修の機会を

提供しています。 

 

 

 

 


